
令和５年度山形県若者定着奨学金返還支援事業費補助金交付要綱 

 

 

（目的及び交付） 

第１条 知事は、将来の担い手となる若者の県内回帰・定着を促進し、県内の中核的企業

等のリーダー的人材を確保することを目的として、大学等を卒業した日から県内に一定

期間居住・就業した者の、奨学金の返還に要する経費について、山形県補助金等の適正

化に関する規則（昭和 35 年８月県規則第 59 号。以下「規則」という。）及びこの要綱

の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

(1) 地方創生枠 山形県若者定着奨学金返還支援事業（以下「本事業」という。）におい

て日本学生支援機構の第一種奨学金の貸与を受ける大学生等を対象とした募集枠をい

う。 

(2) 市町村連携枠 本事業において県内市町村が指定する奨学金の貸与を受ける大学 

生等を対象とした募集枠をいう。 

(3) 産業団体等連携枠 本事業において県内産業団体等が指定する奨学金の貸与を受け

る大学生等を対象とした募集枠をいう。 

(4) 募集要項等 本事業における助成候補者の募集に関して、県又は県内市町村が制定 

した要項等をいう。 

(5) 助成候補者 募集要項等に基づいて、本事業による奨学金の返還を支援する候補者 

として知事が認定した者をいう。 

(6) 高校等 県内の高等学校、特別支援学校高等部、専修学校高等課程をいう。 

(7) 大学等 募集要項等において規定する高等教育機関の総称をいう。 

(8) 助成対象分野 募集要項等において規定する本事業の支援の対象となる産業分野を 

いう。 

(9) 補助金 募集要項等に規定する助成金をいう。 

(10) 大学等を卒業した日 大学等の卒業証明書又は卒業証書に記載の卒業日（当該卒業 

日が３月中であるときは、卒業日の属する年の４月１日）をいう。 

 

（交付の対象） 

 第３条 この補助金の交付の対象となる経費は、助成対象者が大学等の在学時に貸与を受

けた奨学金の返還に要する経費（有利子奨学金の場合は利子分を除く。）とする。 

 

（助成対象者の要件） 

 第４条 地方創生枠及び市町村連携枠の助成候補者として認定を受けた者にあっては第

１号から第４号までの全てを満たす者、産業団体等連携枠の助成候補者として認定を受

けた者にあっては第１号から第３号まで及び第５号の全てを満たす者を助成対象者と



する。 

(1) 助成候補者であること。 

(2) 次のアからオまでのうち、募集要項等により規定されている必要な手続をすべて 

行っていること。 

ア 在学期間の延長に係る手続 

イ 就業状況の報告に係る手続 

ウ 離職後再び就業した場合に係る手続 

エ 求職・離職期間の延長に係る手続 

オ 助成候補者認定取消猶予に係る手続 

(3) 助成対象者認定申請の時点で奨学金の返還を延滞していないこと。 

(4) 大学等を卒業した日から６か月以内（求職・離職期間延長の認定を受けている者は 

大学等を卒業した日から１２か月以内）に県内に居住・就業し、かつ、居住を継続し 

ながら県内の助成対象分野に通算して３年就業（山形県若者定着奨学金返還支援事業 

における助成候補者の認定取消の猶予に係る事務取扱要領（以下「取消猶予事務取扱 

要領」という。）に基づき認定取消を猶予された者は、取消猶予事務取扱要領により計 

算した、県内に居住し、かつ、県内の助成対象分野に就業した期間が３年経過）して 

いること。ただし、パート・アルバイト等臨時的・期間的な就業及び公務員（県内の 

町村の市町村連携枠の募集要項等で支援対象としている「土木」及び「管理栄養士・ 

栄養士（管理栄養士の資格を有する者として採用された場合に限る。）」として採用さ 

れた者を除く。）、医師、看護師、介護福祉士又は保育士として就業する者を除く。 

(5) 大学等を卒業した日から６か月以内（求職・離職期間延長の認定を受けている者 

は大学等を卒業した日から１２か月以内）に県内に居住・就業し、かつ、居住を継続

しながら県内の助成対象分野に通算して３年（就業先の事業者の人員配置等の都合に

より県外に居住・就業していた者及び県外に居住・就業している者で将来的に県内に

居住・就業することが予定されている者は、県外に居住・就業していた期間を就業期

間に含むものとする。）就業していること。ただし、パート・アルバイト等臨時的・期

間的な就業、公務員、医師、看護師、介護福祉士又は保育士として就業する者を除く。 

 

（助成対象者の認定申請） 

 第５条 助成対象者の認定を受けようとする者は、助成対象者認定申請書（様式第１号）

に次の各号に掲げる書類を添付して、前条第４号又は第５号の要件を満たした日から３

か月以内に知事に提出しなければならない。 

(1) 高校等の卒業証明書又は卒業証書の写し（高等専門学校の卒業生の場合は、県内の

中学校又は特別支援学校中等部の卒業証明書又は卒業証書の写し） 

(2) 大学等の卒業証明書又は卒業証書の写し 

(3) 住民票（マイナンバーの記載のないもので、前条第４号又は第５号の要件を満たす 

こととなった日以後に取得したものに限る。）又はその写し 

(4) 在職証明書（様式第２号） 

(5) 職務履歴書（様式第３号）（転職の経歴がある者又は取消猶予事務取扱要領の規定に 

より助成候補者認定取消猶予を受けていた者に限る。） 



(6) 前年の確定申告書の写し（個人事業主の場合に限る。） 

(7) 奨学金返還証明書（前条第４号又は第５号の要件を満たすこととなった日以後の証 

明日のものに限る。）又はその写し 

(8) その他知事が必要と認める書類 

 

（助成対象者の認定） 

 第６条 知事は、前条の規定により助成対象者の認定申請があったときは、その内容を審

査し、適正と認めるときは、助成対象者として認定し、助成対象者認定通知書（様式第

４号）により通知するものとする。 

 ２ 前項の審査により助成対象者として認定しないときは、申請者に対し助成対象者不認

定通知書（様式第５号）を通知するものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

 第７条 助成対象者の認定を受けた者で補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付

申請書（様式第６号）に次の各号に掲げる書類を添付し、助成対象者認定通知書に記載

された日までに知事に提出しなければならない。 

(1) 奨学金返還証明書（第４条第４号又は第５号の要件を満たすこととなった日以後の 

証明日のもの）又はその写し 

(2) 補助金の支払に係る承諾書（様式第７号） 

(3) 口座申出書 

(4) その他知事が必要と認める書類 

 

（補助金の額） 

第８条 補助金の額は、助成対象者認定通知書に記載された助成対象月数に２万６千円を

乗じた額とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成対象者認定通知

書に記載された助成対象月数に１万３千円を乗じた額を補助金の額とする。 

(1) 地方創生枠又は市町村連携枠の助成候補者で、大学等を卒業した日から６か月（求

職・離職期間延長の認定を受けている者は大学等を卒業した日から１２か月以内）を

経過した日から第４条第４号の要件を満たす日までの間に、応募書類を提出した市町

村以外の県内の市町村に居住した期間がある場合 

(2) 産業団体等連携枠の助成候補者で、大学等を卒業した日から６か月（求職・離職期 

間延長の認定を受けている者は大学等を卒業した日から１２か月以内）を経過した日 

から第４条第５号の要件を満たす日までの間に、認定を受けた助成対象分野の指定就 

業先以外で就業した期間がある場合又は指定就業先に就業したが、自己都合以外で離 

職し、他の就業先で就業した場合 

２ 前条の申請時に提出した奨学金返還証明書に記載されている奨学金の返還残額（有利

子奨学金の場合は利子分を除く。）が前項の額を超えない場合の補助金の額は、前項及

び募集要項等の規定にかかわらず、当該返還残額とし、千円未満の端数が生じた場合に

は、これを切り捨てるものとする。 

３ 高等専門学校在学時に助成候補者に認定された者の補助金の額は、第１項の規定にか



かわらず、第１項の額、前項に規定する奨学金の返還残額又は高等専門学校第４、５学

年時に貸与を受けた奨学金の総額のいずれか低い額とし、千円未満の端数が生じた場合

には、これを切り捨てるものとする。 

４ 助成対象者が、災害、傷病、経済困難、失業などの返還困難な事情によって奨学金の

減額返還又は返還期限猶予を受けている場合の第２項の返還残額は、減額又は猶予を受

けていないものとして算出した額とする。ただし、市町村連携枠の助成対象者について

は募集要項等の規定による。 

 

（補助金の交付決定及び額の確定） 

 第９条 知事は、第７条の規定により補助金の交付申請があったときは、補助金の交付決

定及び額の確定を行い、補助金の交付決定及び額の確定通知書（様式第８号）により申

請者に通知するものとする。 

 

（補助金の支払） 

 第 10 条 知事は、前条による補助金交付決定及び額の確定を行った場合は、助成対象者

の奨学金の貸与機関に支払うものとする。ただし、奨学金の返還残額が補助金の確定額

を下回る場合にあっては、差額を助成対象者に支払うものとする。 

 

（補助金の交付決定の取消し） 

 第 11 条 知事は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、

助成対象者の認定及び交付決定を取り消し、補助金の全額を返還させることができる。 

 

（補助金の返還） 

 第 12 条 補助金の交付を受けた者は、前条による取消しの通知を受けたときは速やかに

補助金を返還しなければならない。 

 

（その他） 

 第 13条 この要綱に定めるもののほか、本事業に必要な事項は、知事が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

 



（様式第１号） 
                           令和  年  月  日  

山形県知事   殿 
 

山形県若者定着奨学金返還支援事業助成対象者認定申請書 
 

令和５年度山形県若者定着奨学金返還支援事業費補助金交付要綱第５条の規定により、

関係書類を添付して申請します。 

地方創生枠 ・ 市町村連携枠 ・ 産業団体等連携枠 

申請者 

ふりがな  

氏名 
                       

生年月日 (西暦)   年  月  日 性別  □男  □女  

住所 
〒 

電話番号 

（携帯） 

 ﾌﾘｶﾞﾅ※1  

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ  

卒業高校等 

（高等専門学校卒業者の 

場合、卒業中学校） 

名称    

卒業年月 (西暦)    年   月 

卒業大学等 
名称  

卒業年月 (西暦)    年   月 

貸与奨学金の種類 

（○で囲む） 

日本学生支援機構第一種奨学金   日本学生支援機構第二種奨学金 

その他（                   ） 

※2 減額返還 している ・ していない   (     年   月～   年   月まで） 

※3 返還期限の猶予 受けている ・ 受けていない (      年   月～     年    月まで） 

就業先名称               (所在地) 

転職の経歴 有 ・ 無 ※「有」の場合は、職務履歴書（様式第３号）を添付してください。 

就業分野 

（○で囲む） 

ア 商工分野     イ 農林水産分野   ウ 建設分野 
エ 医療・福祉分野  オ その他（         ） 

※別表「助成対象分野一覧」を参考に記入すること。 

□ 申請時点において、支援の対象となる奨学金の返還を延滞していません。 

   （✓を付けてください） 

 

 

 

 

 

※1メールアドレスのフリガナは、「０（ｾﾞﾛ）」と「Ｏ（ｵｰ）」「１（ｲﾁ）」と「ｌ（ｴﾙ）」、「‐（ﾊｲﾌﾝ）」と「＿

（ｱﾝﾀﾞｰﾊﾞｰ）」、「ｓ（小文字）」と「Ｓ（大文字）」等紛らわしい文字の時に記載してください。 

※2 災害、傷病、その他の経済的理由等により、奨学金を当初約束した割賦金を減額して返還している場合、「してい

る」に〇をつけ、減額して返還している期間を記載してください。 

※3 災害、傷病、その他の経済的理由等により、本来奨学金の返還義務が生じている時期に、特別に返還期限を延期

する猶予制度を受けている場合、「受けている」に〇をつけ、猶予を受けている期間を記載してください。 



（別表） 

 

助成対象分野一覧 

 

助成対象分野 備考 

ア 商工分野 

工業 各種製造業 

・医療機器、介護用品、医薬品の製造業に

ついては「医療・福祉分野」ではなく、

「商工分野」に該当。 

・農産品、水産物等の食料品加工業につい

ては「農林水産分野」ではなく、「商工

分野」に該当。 

ＩＴ 
・情報サービス業、インターネット附随サ

ービス業等が該当。 

観光 ・旅行業、宿泊業等が該当。 

商業・サービス 
・上記に関連する各種卸売・小売・サービ

ス業が該当。 

イ 農林水産分野 

（6次産業関係等、関連する業種も含む。） 

・各種農業、農業サービス業、各種林業、

林業サービス業、各種漁業、農林水産業

協同組合が該当。 

ウ 建設分野 

（関連する業種も含む。） 
・測量設計等も含む。 

エ 医療・福祉分野 

（薬品の小売・卸売・製造業については、商工分野

に含む。） 

・病院、療術業、老人福祉・介護事業、児

童福祉事業、障害者福祉事業、社会保険

事業団体等が該当。 

※医師、看護師、介護福祉士、保育士は本制度

の対象外となります。 

オ その他 
県内の事業所等におけるリーダ

ー的人材の確保に資する場合 
 

※助成対象分野は資格や職種ではなく、就業先の該当する分野となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式第２号） 

 

在 職 証 明 書 

 

 

申請者氏名  

申請者住所 
 

 

生年月日  

就業開始の日（入社日）       年   月   日 

就業先所在地 

(本社以外の場合は支店等の名称) 
 

 

（産業団体等連携枠の助成候補者で県外に就業していた期間がある場合は、□に✓を付け下記も記載してくだ

さい。その他の助成候補者の場合は、記載不要です。） 

□ 当社の人員配置などの都合により、県外に就業した期間がある。 

県外に就業していた期間     年   月  日～    年  月  日 

 

 

上記について間違いないこと、及び、申請者は就業開始の日から正規雇用（パート・アル

バイト等の臨時的・期間的な就業でない）として当社に在職していることを証明します。 

 

 

             令和  年  月  日 

 

事業所所在地                

事業所名称                

代表者名              

 

【証明書作成者】 

所  属  

担当者名  電話番号  

県または市町村の担当者が電話確認する場合があります。 



（様式第３号） 

職 務 履 歴 書 

 

申請者住所 

 

申請者氏名 

 

生年月日 

 

職務履歴 

年 月 日 就業先（就業地） 部署名・雇用形態 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

※県内での就業期間が通算３年間（1,095日）以上でないと、助成対象者の要件を満たしま

せん。 

 

 

計算例 

2020年４月 1日 ○○○㈱入社（上山市） 製造部 正社員 

2020年 10月 31日 ○○○㈱退社  

2021年４月１日 △△△㈱入社（山形市） 製品開発部 正社員 

2023年９月１日 △△△㈱在職中（山形市） 製品開発部 正社員 

 

①＋②＝1,098日となり、通算３年間（1,095日）以上の要件を満たしている。 

 

◆離職・再就業に係る書類を追加で提出していただく場合があります。 

①就業期間：214 日 

②就業期間：884 日 



（様式第４号） 

 

記  号   番  号 

令和  年  月  日 

 

 様 

 

山形県知事 吉村 美栄子 

 

  

山形県若者定着奨学金返還支援事業助成対象者認定通知書 

 

 

 令和  年  月  日に申請のありました標記の件について、令和５年度山形県若者定

着奨学金返還支援事業費補助金交付要綱第６条第１項の規定に基づき助成対象者に認定し

ましたので通知します。 

補助金の交付申請書は令和 年 月 日まで提出してください。 

 なお、令和５年度山形県若者定着奨学金返還支援事業費補助金の積算の基礎となる助成対

象月数は 月となります。 

  



（様式第５号） 

 

記  号   番  号 

令和  年  月  日 

 

 様 

 

山形県知事 吉村 美栄子 

 

  

山形県若者定着奨学金返還支援事業助成対象者不認定通知書 

 

 

 令和  年  月  日に申請のありました標記の件について、審査の結果、令和５年度

山形県若者定着奨学金返還支援事業費補助金交付要綱第６条第２項の規定により、助成対象

者に認定されませんでしたので通知します。 

  



 

（様式第６号） 

令和  年  月  日 

 

山形県知事  吉村 美栄子 殿 

 

住 所 

氏 名              

 

令和５年度山形県若者定着奨学金返還支援事業費補助金交付申請書 

 

令和５年度において、山形県若者定着奨学金返還支援事業について標記補助金を交付さ

れるよう、山形県補助金等の適正化に関する規則第５条の規定により、関係書類を添付し

て申請する。 

 

記 

 

交付申請額  金         円 （④の額） 

 

 

交付申請額積算基礎 

１．26,000 円×（助成対象者認定

通知書記載の助成対象月数） 

 

26,000円 ×（  ）月 ＝ ①       円  

  

２．交付要綱第８条第１項第１号又

は第２号に該当する場合 

（該当しない場合は記載不要） 

      ①×1/２ ＝ ②       円 

３．添付する奨学金返還証明書に記

載されている奨学金の返還残額 

※1 奨学金の減額返還又は返還期限猶予

を受けている場合の返還残額は、減額又は

猶予を受けていないものとして算出した

額を記載。 

※2 高等専門学校在学時に助成候補者に

認定された者は、返還残額と第４、５学年

時又は専攻科在学時に貸与を受けた奨学

金の総額のうちいずれか低い額を記載。 

              ③       円 

４．①（２に該当する者は②）と③

を比べて低い額 

※千円未満の端数を切り捨て 

                     ④       円 



 

（様式第７号） 

補助金の支払に係る承諾書 

 

令和  年  月  日 

 

山形県知事  吉村 美栄子 殿 

 

               

住 所 

氏 名               

 

私は、令和５年度山形県若者定着奨学金返還支援事業費補助金交付要綱に係る補助金につ

いて、山形県が（                ）に、私が貸与を受けた奨学金の返還

分として支払うことを承諾します。 

 

（ ）内には、別表より貸与を受けた奨学金の貸与機関名を選択して記入してください。 

（別表）対象奨学金一覧表 

 奨学金名 貸与機関名 

1 日本学生支援機構第一種・第二種奨学金 独立行政法人日本学生支援機構 

2 米沢市有為会奨学金 公益社団法人米沢有為会 

3 鶴岡市育英奨学金 鶴岡市教育委員会 

4 上山市奨学金 上山市 

5 長井教育会奨学金 公益社団法人長井教育会 

6 東根育英会育英資金 公益財団法人東根育英会 

7 河北町育英会奨学金 河北町育英会 

8 西川町育英奨学金 西川町 

9 朝日町奨学金 朝日町 

10 大江町ふるさと奨学金 大江町 

11 金山町育英会奨学金 金山町育英会 

12 最上町教育振興修学資金 最上町 

13 最上町あすなろ修学資金 最上町 

14 大場育英基金 最上町 

15 舟形町教育振興修学資金 舟形町 

16 真室川町教育振興修学資金 真室川町 

17 大蔵村奨学金 大蔵村教育振興会 

18 鮭川村教育振興修学資金 鮭川村 

19 戸沢村教育振興修学資金 戸沢村 

20 飯豊町奨学資金 飯豊町 

21 三川町育英奨学資金 三川町教育委員会 

 



 

口 座 申 出 書 

 

令和  年  月  日 

 

山形県知事  吉村 美栄子 殿 

 

               

住 所 

氏 名               

 

 

 

令和５年度山形県若者定着奨学金返還支援事業費補助金交付要綱に係る補助金の振込先

は以下のとおりです。 

 

 

（振替先口座） 

金融機関名 本支店名 

  

 

預金種別 口座番号 

1．普通  2．当座        

 

口座名義人（カタカナ） 

                   

 

※本人名義の銀行口座でないと振込できません。 

 

 

 

 

 

 

  

◆支払時において奨学金の返還残額が補助金の確定額を下回る場合は、その差額を上記口座に支払います。

奨学金の返還残額が補助金の確定額を上回る場合は、本人への支払はありません。 



（様式第８号） 

 

記  号   番  号 

令和  年  月  日 

 

 様 

 

山形県知事 吉村 美栄子 

 

  

令和５年度山形県若者定着奨学金返還支援事業費補助金交付決定及び額の確定通知書 

 

 

 令和  年  月  日付けで申請のありました標記の件について、令和５年度山形県若

者定着奨学金返還支援事業費補助金交付要綱第８条の規定により、下記のとおり交付決定及

び額を確定しましたので通知します。 

 

記 

 

 

１．対象事業 

     山形県若者定着奨学金返還支援事業 

 

 

２．交付決定及び確定額 

     金             円 

                   

 


